
【働く人の視点に立った課題】

長時間労働者の割合が欧米各国に比
して多く、仕事と家庭の両立が困難。

• 週労働時間49時間以上の労働者の割合：
日21.3％ 米16.6％ 英12.5％ 仏10.4％
独10.1％（2014年）

• 週労働時間60時間以上の労働者の割合が、
政府目標（５％以下（2020年））に対し
て、7.7％ （30代男性14.7％） （2016
年）

• ３６協定の特別条項において80時間超の
限度を設定する３６協定締結事業場
4.8%（大企業14.6%）（2013年）

• 監督対象となる月80時間超の事業場：

約2万事業場（2016年度推計）

• 2016年４～９月に10,059事業場に監督指
導を実施、4,416事業場（43.9％）に違法
な時間外労働（うち１か月あたり80時間
を超えるもの：3,450事業場（34.3％））

• 若者が転職しようと思う理由「労働時
間・休日・休暇の条件がよい会社にかわ
りたい」

2009年：37.1％ → 2013年：40.6％

【今後の対応の方向性】
いわゆる３６協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するとともに、さらに長時間労
働を是正するため、企業文化や取引慣行の見直しを推進する。これにより、労働参加と労働生産性の向上を図るとと
もに、働く方の健康を確保しつつワーク・ライフ・バランスを改善し、長時間労働を自慢する社会を変えていく。

【具体的な施策】
（時間外労働の上限規制）
＜原則＞

• 週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反
には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。

＜特例＞
• 特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ること
ができない時間外労働時間を年720時間（＝月平均60時間）とする。

• 年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
• この上限については、

①２か月、３か月、４か月、５か月、６か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満た
さなければならないとする。

②単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
③加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用

は、年半分を上回らないよう、年６回を上限とする。

• 労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の
延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使
用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。

• 中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備期間を確保する。
• 政府は、この法律の施行後５年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
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時間外労働を行う場合
でも、原則月45時間、
年360時間以内となる
ことを目指す。

年度

施策

項目３．長時間労働の是正

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その１）

時間外労働の上
限規制 施行準備・周知徹底期間をとった上で段階的に施行・施行後5年を経過した後適当な

時期において、見直しを行う

現在提出中の
労働基準法改正案
の早期成立を図る

実行計画に基づき
労働基準法改正案
を国会に提出
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【働く人の視点に立った課題】

長時間労働者の割合が欧米各国に比
して多く、仕事と家庭の両立が困難。

• 週労働時間49時間以上の労働者の割合：
日21.3％ 米16.6％ 英12.5％ 仏10.4％
独10.1％（2014年）

• 週労働時間60時間以上の労働者の割合が、
政府目標（５％以下（2020年））に対し
て、7.7％ （30代男性14.7％） （2016
年）

• ３６協定の特別条項において80時間超の
限度を設定する３６協定締結事業場
4.8%（大企業14.6%）（2013年）

• 監督対象となる月80時間超の事業場：

約2万事業場（2016年度推計）

• 2016年４～９月に10,059事業場に監督指
導を実施、4,416事業場（43.9％）に違法
な時間外労働（うち１か月あたり80時間
を超えるもの：3,450事業場（34.3％））

• 若者が転職しようと思う理由「労働時
間・休日・休暇の条件がよい会社にかわ
りたい」

2009年：37.1％ → 2013年：40.6％

【具体的な施策】
（時間外労働の上限規制）

• 自動車の運転業務については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の
施行期日の５年後に、年960時間（＝月平均80時間）以内の規制を適用することとし、かつ、将来
的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、荷主を含め
た関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環
境整備を強力に推進する。

• 建設事業については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５
年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合については、単月で100時
間未満、２か月ないし６か月の平均で80時間以内の条件は適用しない）。併せて、将来的には一般則
の適用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得なが
ら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。

• 医師については、改正法の施行期日の５年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の
下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を
目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

• 新技術、新商品等の研究開発の業務については、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事
する新技術、新商品等の研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、医師による面接指導、
代替休暇の付与など実効性のある健康確保措置を課すことを前提に、現行制度で対象となってい
る範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で適用除外とする。
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項目３．長時間労働の是正

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その２）

時間外労働の上
限規制 施行準備・周知徹底期間をとった上で段階的に施行・施行後5年を経過した後適当な

時期において、見直しを行う

現在提出中の
労働基準法改正案
の早期成立を図る

実行計画に基づき
労働基準法改正案
を国会に提出

3
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【働く人の視点に立った課題】

自動車運送事業者において、担い手が
不足しており、少ない労働者に負担が
かかっている。

建設業における長時間労働については、
発注者との取引環境もその要因にある
ため、関係者を含めた業界全体として
の環境整備が必要。
・産業別年間総実労働時間（2016年）

運輸業 2,054時間

建設業 2,056時間

トラック運送事業者は荷主と比べて立
場が弱く、荷待ち時間の負担等を強い
られている。
・１運行あたり平均１時間45分の荷待ち時間が

発生している（2015年度）

【具体的な施策】
（長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等）

• 自動車運送事業については、以下の取組を実施する。
① 関係省庁横断的な検討の場を設け、ITの活用等による生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働を是

正するための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置を行うこととし、行動計画を策定・実施する。
② 無人自動走行による移動サービスやトラックの隊列走行等の実現に向けた実証実験･社会実装等を推進するなど、

クルマのICT革命や物流生産性革命を推進する。
・また、特にトラック運送事業において以下の取組を実施する。
① トラック運送事業者、荷主、関係団体、関係省庁等が参画する協議会等において、実施中の実証事業を踏まえ

て、2017年度～2018年度にかけてガイドラインを策定する。
② 関係省庁と連携して、①下請取引の改善等取引条件を適正化する措置、②複数のドライバーが輸送行程を分担

することで短時間勤務を可能にする等生産性向上に向けた措置や③荷待ち時間の削減等に対する荷主の協力を
確保するために必要な措置、支援策を実施する。

• 建設業については、以下の取組を実施する。
① 適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の休日確保など、民間も含めた発注者の理解と協力

が不可欠であることから、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、
時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。

② 技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施工時期
の平準化やICTを全面的に活用したi-Constructionの取組、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産
性の向上を進める。
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現在適用除外と
なっている事業・
業務についても、
時間外労働を抑制
する法的枠組を構
築する。

年度
施策

項目３．長時間労働の是正

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その３）

【自動車運送事業】

【建設業】

行動計画に基づき、関連制度の見直
しや支援措置を実施

行動計画の策定 関係者による取組の促進・深化

関係者による取組の促進・深化

【トラック運送事業】

中継輸送の普及促進等、生産性向上のための措置の検討・創設

長時間労働の
是正に向けた
業種ごとの取組等

クルマのICT革命・物流生産性革命の更なる推進

無人自動走行機能の様々な
類型毎の実証

民間での事業化
に向けた準備

サービス地域の拡大

適正な工期の設定・週休２日など休日の拡大を進める

適正な工期設定等に向けた
環境整備方策の検討・推進
・受発注者等からなる協議組織の設置
・取引条件の改善に向けた取組
・週休２日工事の実施 等

取組をさらに進める

・施工時期の平準化、ICT土工の推進並び
にICT活用工種の拡大(i-Constructionの推進)、
書類の簡素化

・技術者等を確保・育成、効率的な活用を
図るための取組の検討・実施 等

荷主や関係省庁等が参加する協議会等において、荷待ち時間
の削減等に対する荷主の協力を確保するために必要な措置
を検討

荷主と連携した協議会
パイロット事業の実施、
ガイドラインの策定・普及等

ガイドラインの普及・定着、定期的なフォローアップ、
取引条件の改善等、トラック運送事業者と荷主が連携した取組への支援
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【働く人の視点に立った課題】

・産業別年間総労働時間（2016年）

情報通信業 1,933時間

【具体的な施策】
（長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等）

• 情報サービス業（ＩＴ業界）については、官民共同で、実態把握、改善方策の推進等を行う。業界団
体等による平均残業時間１日１時間以内、テレワーカー50％以上といった数値目標をフォローアップ
し、働き方改革の取組を促す。ウェアラブル端末等最新の技術を活用した好事例の収集等を通じ、健
康確保の在り方を検討する。

（意欲と能力ある労働者の自己実現の支援）
• 創造性の高い仕事で自律的に働く個人が、意欲と能力を最大限に発揮し、自己実現をすることを支援
する労働法制が必要である。現在国会に提出中の労働基準法改正法案に盛り込まれている改正事項は、
長時間労働を是正し、働く方の健康を確保しつつ、その意欲や能力を発揮できる新しい労働制度の選
択を可能とするものである。

• 具体的には、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しや年次有給休暇の
確実な取得などの長時間労働抑制策とともに、高度プロフェッショナル制度の創設や企画業務型裁量
労働制の見直しなどの多様で柔軟な働き方の実現に関する法改正である。この法改正について、国会
での早期成立を図る。
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項目３．長時間労働の是正

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その４）

長時間労働の是
正に向けた業種
ごとの取組等

【情報サービス業】

業界目標の実現に向けた具体的な取組のフォローアップ

今後の施策の在り方について検討

ウェアラブル
端末等の取組
の好事例収集
等

今後の施策の在り方について検討
健康確保の在り方につ
いて検討

官民の協議の場を設置し、実態把握、改善方策の推進等

時間外労働の上
限規制

施行準備・周知徹底期間をとった上で段階的に施行・施行後5年を経過した後適当な
時期において、見直しを行う

現在提出中の
労働基準法改正案
の早期成立を図る

実行計画に基づき
労働基準法改正案
を国会に提出
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【働く人の視点に立った課題】

公務員にも長時間労働が見られる。
・人事院の「超過勤務の縮減に関する指針」で
定める超過勤務の上限の目安時間360時間を超え
た職員の割合（2014年）

全府省平均21.8％

本府省平均46.6％

【具体的な施策】
（公務員等の長時間労働対策）

• 国家公務員については、民間の制度改正を踏まえ、適切な公務運営の確保に配慮しつつ、より実効性あ
る対策を検討する。また、超過勤務を縮減する前提として、超過勤務を実施する際に、その理由・見込
み時間等を上司が把握するなど、勤務時間の適切な管理を更に徹底する。さらに、年次休暇の取得促進
に向けた取組を徹底する。

• 地方公務員については、時間外勤務縮減に係る先進的事例の積極的な収集・提供のほか、各地方公共
団体が抱える課題の解決に資する意見交換の場の設置等を通じ、各団体の取組を支援する。

• 教員については、各教育委員会による学校現場の業務改善の取組を加速するための実践研究事業の実
施や、運動部活動に関するガイドラインの策定・部活動指導員の活用を通じた部活動の適正化を行う。
さらに、教員の働き方・業務の在り方等についての教育再生実行会議における検討を踏まえ、長時間
労働を是正する。

（地域の実情に即した取組）
• 各都道府県の政労使関係者で構成する地域働き方改革会議の活動を支援する。また、地域の企業等の働き
方改革を進めるため、働き方改革について総合的に支援するアドバイザーの養成・派遣や、ワンストップ
で包括的に支援する拠点の整備など、モデル事業等を通じて地方における先進的な取組の普及を図る。

• 地域の特性を活かして年次有給休暇の取得を促進する取組を進めるなど、休み方改革を推進する。地方
の労働局等は、中小企業の相談の窓口として積極的に対応する。

（プレミアムフライデー）
• 官民連携の下、「月末」の「金曜日」に有休取得やフレックス制度の活用等による早期退社といった働
き方改革を促し、消費活性化のきっかけとする。
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2027
年度以降

指標

公務員の長時間労
働を是正する。

年度
施策

項目３．長時間労働の是正

④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その５）

公務員等の長
時間労働対策

【教員】

【地方公務員】

【国家公務員】 より実効性ある長時間労働対策の検討・実施、

超過勤務予定の事前把握、年次休暇の取得促進

より実効性ある長時間労働対策の実施状況や長時間
労働の実態を踏まえ、必要に応じて更なる取組の検討、実施

教員の長時間勤務是正の取組を推進

教育再生実行
会議において
検討・提言

実施状況を踏まえて見直しを行いつつ、必要に応じて更なる取組の
検討、実施

学校現場の業務改善を加速するための実践研究の実施・
フォローアップ、部活動の適正化に向けた取組の実施等

先進事例の収集・提供や、課題解決に資する意見交換の場の設置等を通じ、各団体の時間外勤務縮減等の取組を支援

プレミアムフライ
デーの実施

官民連携してプレミアムフライデーを実施

地域の実情に
即した取組

働き方改革アドバイザーの養成・
派遣等、都道府県・市町村を対象
としたモデル事業等の実施 事業検証等を踏まえ、順次見直しを図ったうえで、地域働き方改革会議の検討等を踏まえて

必要な取組を推進
関係府省及び専門家からなる
地域働き方改革支援チームが
地域働き方改革会議の活動を支援する
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【働く人の視点に立った課題】

勤務間インターバル制度を導入する
企業の割合は少ない。また、勤務間
インターバル制度を導入する企業で
も、インターバル時間は様々である。
・勤務間インターバル制度を導入する企業
の割合（2015年度） 2.2％

・勤務間インターバル制度を導入している
企業におけるインターバル時間（2015年
度）

８時間以下 38.5%

８時間超11時間以下 12.9%

11時間超 28.2%

【今後の対応の方向性】
労働者の生活時間を確保し、健康な生活を送ることができるよう、勤務間インターバル制度の導入に
ついての環境整備を行う。

【具体的な施策】
（勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備）

• 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業者は、前日の終業時刻と翌日の始業
時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、制度の普及促進
に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。また、政府は、同制度を導入する中小
企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを推進する。

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

インターバル制
度を導入する企
業の割合：2.2％
→拡大を図る。

インターバル制
度導入について
の環境整備を進
める。

年度

施策

勤務間イン
ターバル制度
導入に向けた
環境整備

助成制度
の創設 ＰＤＣＡサイクルによる検証、見直し

好事例の周知

施行準備・法改正の施行・施行後５年を経過した後適当な時期において、見直しを行う

実行計画に
基づき労働

基準法改正案
を国会に提出

項目３．長時間労働の是正

⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備
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【働く人の視点に立った課題】

長時間労働者の割合が欧米各国に比
して多く、仕事と家庭の両立が困難。

• 週労働時間49時間以上の労働者の割合：
日21.3％ 米16.6％ 英12.5％ 仏10.4％
独10.1％ （2014年）

• 週労働時間60時間以上の労働者の割合が、
政府目標（５％以下（2020年））に対し
て、7.7％ （30代男性14.7％） （2016
年）

• 監督対象となる月80時間超の事業場：
約2万事業場（2016年度推計）

• メンタルヘルス対策に取り組んでいる事
業場の割合が、政府目標（80％（2017
年））に対して、59.7％（2015年）

• 2016年４～９月に10,059事業場に監督指
導を実施、4,416事業場（43.9％）に違法
な時間外労働（うち１か月あたり80時間
を超えるもの：3,450事業場（34.3％））

• 若者が転職しようと思う理由「労働時
間・休日・休暇の条件がよい会社にかわ
りたい」

2009年 37.1％ → 2013年 40.6％

【今後の対応の方向性】
労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。上司や同僚との良
好な人間関係づくりを併せて推進する。産業医・産業保健機能の強化等を図る。また、新たな規制に対応した監督指
導体制を強化する。

【具体的な施策】
（長時間労働の是正等に関する政府の数値目標の見直し）

• 職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。併せて、過労
死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討するなど、政府
目標を見直す。

（メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策の取組強化）
• 精神障害で複数の労災認定があった場合に、企業本社に対してパワーハラスメント防止を含む個別指導を行う仕組
みや、産業医に対し月100時間超の時間外・休日労働をする方の労働時間等の情報を事業者が提供する仕組みの新
設など、メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための取組を強化するとともに、労働者に対する相談窓
口の充実など、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組を強化する。さらに、森林空間における保養活動やストレス
チェックなどのメンタルヘルス対策を推進する。

（監督指導の徹底）
• 「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）等による厳正な対応、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企
業に対する全社的な是正指導の実施、是正指導段階での企業名公表制度の強化など、法規制の執行を強化する。ま
た、３６協定未締結事業場に対する監督指導を徹底する。さらに、労働時間の適正な把握のために、使用者が講ず
べき措置を明らかにしたガイドラインに基づき、労働時間の適正な管理を徹底する。

（労働者の健康確保のための取組強化）
• 産業医・産業保健機能の強化を図るための方策を検討し、必要な法令・制度の改正を行う。
• 女性特有の健康問題や建設工事従事者の安全衛生を含めた労働者の健康と安全の確保を総合的に推進する。

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度以降

指標

過労死等防止対
策推進法に基づ
く大綱において
メンタルヘルス
対策等の新たな
目標を掲げるこ
とを検討するな
ど、政府目標を
見直す。

年度

施策

項目３．長時間労働の是正

⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備

監督指導の徹底

企業本社への是正指導
等や労働時間の適正把
握の徹底

メンタルヘルス・パワー
ハラスメント防止対策の
取組強化

労働者に対する相談窓口の充実等

新たな規制を踏まえた対策等の実施

長時間労働の是正等
に関する政府の数値
目標の見直し 新たな数値目標に向けた取組

新たな数値目標
等の検討

検討会等で議論 新たな対策の実施

新たな規制を踏まえた監督指導等の実施

周知徹底の期間をとった
上で新たな規制の施行

周知徹底の期間をとった
上で新たな規制の施行

メンタルヘルス・パ
ワーハラスメント防
止対策の取組強化

労働者の健康確保の
ための取組強化
産業医等の機能強化

必要な
法令・制度改正

施行準備・周知期間をとった上で段階的に施行
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